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第 １ 章  

戦 略 の 基 本 的 事 項 

～～なぜ、生物多様性おかざき戦略が必要か～ 

1 策 定 の 背 景 

2 戦 略 の 対 象 区 域 と 位 置 づ け 
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１ 策定の背景 

（1）自然の恵みに支えられた私たちの暮らし 
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（2）自然の恵みをもたらす生物多様性 

然の恵  
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（3）生物多様性の保全及び持続可能な利用の重要性 
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（4）地域戦略の必要性 
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2 戦略の対象区域と位置づけ 

（1） 対象とする区域 

（2） 位置付け 
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（3） 主 に 関 連 す る 本 市 の 計 画 一 覧  

計画 概要 

第７次岡崎市 

総合計画 

岡崎市総合計画の上位計画である総合計画の基本的な方向性をしめす総合政策指針（令和元年 12 月議

決）では、令和 32 年度を目標年度として目指す将来都市像を「一歩先の暮らしで三河を拓く 中枢・中核都

市おかざき」と定めています。また、将来都市像実現にむけて、今後 10 年間の各分野における 10 の分野別

指針を定めました。環境基本計画は、分野別指針の「(3)持続可能な循環型の都市づくり」に位置付けられて

います。 

(3)持続可能な循環型の都市づくり 
環境・経済・社会の課題を踏まえ、公民連携して複数課題の統合的な解決を図る地域循環共生圏の枠組

みの中で、排出 CO2 の削減、生物多様性確保、健全な水循環、森林資源や農地の保全・活用がなされる持

続可能なまちを目指します。 

第２次岡崎市 

環境基本計画 

環境基本計画では、本市のかけがえのない地域の自然環境と特性を活かした社会経済活動との調和を図

りながら、これまで以上に環境への負荷の少ないライフスタイルを推進し、良好な環境の保全及び創造を実現

するため、必要な環境ビジョン、環境目標、施策の体系及び重点的に取組む施策を定め、市民、事業者及び

行政がパートナーシップ（協働）を形成しながら、岡崎市環境基本条例（平成 17 年岡崎市条例第 139 号）第

10 条に定められた、環境施策及び環境活動を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。 

岡崎市 

地球温暖化対策

実行計画 

（区域施策編） 

市域からの温室効果ガス総排出量を 2030 年度において、2013 年度比 28%削減と定め、一人ひとりの心が

け、価値観や行動様式の改善を促す「心」、温暖化防止に効果のある技術の開発・普及を促進する「技」、社

会基盤や社会の仕組みを低炭素化に導く「体」の 3 つの基本方針を定め、さらに 7 区分した基本施策のもと、

温室効果ガス削減のための具体的な取組みを定めています。 

岡崎市 

水循環総合計画 

平成 18 年 1 月 1 日に岡崎市と旧額田町が合併し、乙川の上流域と下流域が、すべて岡崎市に含まれるこ

ととなりました。水循環総合計画は、この合併を機に、行政・市民、学識経験者などで意見を出し合い、環境・

治水・利水の面から、岡崎市の水循環を総合的に見て、将来の望ましい水循環のあり方と、それを実現するた

めの取組みをまとめたものです。 

岡崎市 

土地利用 

基本計画 

全市的な土地利用の方針を示し、土地利用関連施策の根拠となるとともに、横断的な視点から、土地利用

の総合調整機能を果たすことで、市の特性に応じた適正かつ合理的な土地利用を図り、もって市民生活と自

然環境が調和した、快適で秩序と魅力あるまちづくりの推進及び地域社会の健全な発展に寄与することを目

的として、土地利用の規制及び立地・集積による秩序ある土地利用の誘導を行うための総合的な計画です。 

都市計画 

マスタープラン 

都市計画マスタープランは、本市の都市計画の基本的な方針として、愛知県が定める西三河都市計画区

域マスタープランや第７次岡崎市総合計画に即し、そのほかの関連計画と連携・整合を図ったうえで、土地利

用や市街地整備、都市施設などの都市計画部門の施策の方向性を示した計画です。 

岡崎市 

森林整備 

ビジョン 

森林整備ビジョンは、健全な水循環、森林資源の保全・活用、生物多様性の確保がなされる持続可能なま

ちづくりを取組の方向性として、100 年後の目指す森林の姿を定めています。 

明治中期には、はげ山や草地もありましたが、明治期の植林や村有林の形成、戦後の広葉樹林からスギ・ヒ

ノキ人工林への転換などの歴史的経緯を経て、現在、森林は市域の約 60%を占めており、水源涵養や土砂災

害防止等の森林の持つ公益的機能による恩恵をたくさん受けて生活しています。 

森林づくりを支える「地域の環」・「人の環」を形成していくことにより、適切に保全・管理された多様な森林が

健全な状態で共存し、地域のぬくもりあふれる木材やその他林産業が持続的に生産される「岡崎らしい森林」

の創造を目指します。 

岡崎市 

中山間地域 

活性化計画 

 本市の中山間地域は、本市全体の面積の約 6 割を占め、水源かん養や自然災害の防止など重要な役

割を担う地域ですが、人口減少、少子高齢化が進み、様々な課題も抱えています。 

 そこで、中山間地域の有する資源や魅力を活かした民間投資の誘導や、行政が支援しながらの地域住

民主体による地域づくりの推進など、公民が連携して持続的な施策に戦略的に取り組み、持続可能な魅力あ

る地域を作り上げることを目的としています。 

岡崎市 

緑の基本計画 

緑の基本計画は、都市公園の整備や緑を保全する地区の決定など、都市計画による整備事業や緑化制

度の推進のほか、都市公園の運営管理方針について計画します。さらに、街路、公共公益施設、民有地など

における緑の保全や緑化、市民の緑とのかかわりの推進など、ソフト面の内容も含めた都市の緑に関する総

合的な計画です。 

岡崎市 

農業振興 

ビジョン

2030 

農（農業・農地・農村）は、安定的な食糧供給基盤であるとともに、生物多様性の保全や水源涵養など多面

的機能を発揮する場として、都市住民にとっても広く恵をもたらしています。農業振興ビジョン 2030（農業振興

計画・都市農業振興計画）は、「持続可能な農業経営基盤の構築と農業の多面的機能の維持」を目指し、消

費者及び全ての関係者の間で連携・協働しながら、農業政策を総合的かつ計画的に推進するための計画で

す。 


